
連載 ＠

岩

薦
骨
貼

饌

か

ら
学
ぶ

百
歳
時
代
⑨
健
康
か
ら
だ
作
り

築
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
に
二
〇

一
九
（
令
和
茜

年
十
二
月
一
日
、
日
本

機
能
訓
練
指
導
員
協
会
（
会
長
・
伊
藤

述
史
）
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
当
協

会
で
は
、
認
定
機
能
訓
練
指
導
員
実

務
研
修
会
ベ
ー
シ
ッ
ク
コ
ー
ス

ー
ア

ド
バ
ン
ス
コ
ー
ス
を
適
時
実
施
し
て
、

利
用
者
が
元
気
に
日
常
生
活
を
送
れ

る
よ
う
理
論
と
技
術
の
質
を
担
保
し

て
活
動
し
て
お
り
ま
す
。

著
者

長

尾

淳

彦

（
な
が
お
・
あ
つ
ひ
こ
）
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「
機
能
訓
練
指
導
員
」
つ
て
何
？

介
護
保
険
法
が
定
め
る
「
機
能
訓

練
指
導
員
」
と
は
、
看
護
師
・
理
学

療
法
士
・
作
業
療
法
士
・
言
語
聴
覚

士
・
柔
道
整
復
師
・
あ
ん
摩
マ
ッ
サ

ー
ジ
指
圧
師
・
一
定
の
実
務
経
験
を

有
す
る
は
り
師
・
き
ゅ
う
師
の
い
ず

れ
か
の
資
格
を
有
す
る
者
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
全
職

種
が
利
用
者
の
日
常
生
活
機
能
の
維

持
向
上
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

機
能
訓
練
指
導
員
の
活
動
は
、
医

師
の
管
理
下
に
行
わ
れ
る
リ
（

ビ
リ

と
は
異
な
り
、
介
護
支
援
専
門
員
の

作
成
す
る
ケ
ア
プ
ラ
ン
や
地
域
の
介

護
予
防
教
室
を
実
施
し
ま
す
。
医
師

の
助
言
や
他
の
職
種
の
意
見
を
取
り

入
れ
な
が
ら
適
切
な
機
能
訓
練
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
専
門
職
が
団
結
し
て
機
能

訓
練
指
導
員
と
し
て
の
役
割
を
確
立

し
、
技
術
と
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
努

め
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構

＊
こ
の
連
載
は
令
和
三
年
度
京
都
府
亀
岡
市
介
護
予
防
拠
点
活
動
支
援
事
業
（
フ
レ
イ
ル
特
化
型
）
モ
デ
ル
事
業
の
「
関
節
や
筋
肉
の
痛
み
、
動
き
に
く
さ
を

感
じ
て
い
る
6
5歳
以
上
の
高
齢
者
の
た
め
の
正
し
い
か
ら
だ
の
使
い
方
・
鍛
え
方
講
座
」
を
も
と
に
し
て
い
ま
す
。
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